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 ◆通常の労働者（週 5日勤務または週 30時間以上の労働時間）の付与日数◆ 

継続勤務年数 ０．５ １．５ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ 6.5以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆週所定労働日数が 4日以下かつ週所定労働時間が 30時間未満の労働者の付与日数◆ 

 週所定 

労働日数 

1年間の 

所定労働日数 

継続勤務年数 

０．５ １．５ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ 6.5 以上 

付

与

日

数 

4日 169～216 日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

3日 121～168 日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

2日 73～120 日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

1日 48～72日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 
 
（※１） 
全労働日とは、対象となる労働者が働くことを定められているすべての日のことで、フルタイム勤務者の労働日を
示すものではありません。 

 

 

「年次有給休暇」って何ですか？ 

 

年次有給休暇とは、労働する日に仕事を休んでも 賃金を支

払ってもらうことができる休暇のことです。休養やレジャー

など目的にかかわらず取得することができます。 

 

働く人なら誰でももらえるの？ 

半年以上続けて働いていて、全労働日の８割以上（※１） 

出勤している人に与えられるものです。 

働いている年数、労働日数などで、与えられる年次有給休暇

の日数は違います。 

 

パートやアルバイトでももらえるの？ 

 

パートやアルバイトでも半年以上続けて働いていて、全労働

日の 8 割以上出勤し、週５日以上働いていれば、通常の労

働者と同じ日数の年次有給休暇が与えられます。それより少

ない日数や労働時間の人は、その日数や時間に応じて与えら

れます。 

 


